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７．自動車検査証記録事項について

2

○ 電子車検証のICタグの読取り環境が普及するまでの当面の間（令
和6年１月から3年程度の期間を予定）は、当協会窓口での電子車
検証の「交付」又はＩＣタグ内の情報の「書換え」時に「自動車検査
証記録事項」帳票を交付します。

○ 「自動車検査証記録事項」帳票には、電子車検証ICタグ内の情報
が記載されます。

○ 「自動車検査証記録事項」帳票は閲覧アプリからも出力可能となり
ます。

○ 令和6年1月からの電子車検証導入時では、電子車検証同様に二
次元コードのコード２およびコード３のみを印字しておりましたが、
令和6年4月から紙の車検証の際に印字していたコード１～コード６
を印字するように変更いたします（令和6年4月以降に閲覧アプリか
ら出力可能な「自動車検査証記録事項」および記録等事務代行制
度により当協会の委託を受けた代行者が検査対象軽自動車の代
行業務の際に記録事務代行アプリで出力可能な「自動車検査証記
録事項」においても同様）。

項番 名称

① 検査記録年月日

② 電子車検証管理番号

③ 車両ID

④ 二次元コード※

①
②

③

④

み ほ ん

6 5 14 3

※ 令和6年1月から3月末まではコード２およびコード３のみを印字
令和6年4月以降はコード１～コード６を印字
（閲覧アプリ、記録事務代行アプリから出力可能な「自動車検査証記録事項」
においても同様）




